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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年５月２４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

                            

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２３年５月１５日 １７時１０分ごろ～１７時１５分ごろの

間） 

発生場所 北海道網走市能
の

取
とろ

岬北方沖 

 能取岬灯台から真方位０００°９.０海里付近 

 （概位 北緯４４°１５.８′ 東経１４４°１４.６′） 

事故調査の経過  平成２３年５月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三十八興
こう

運
うん

丸、１９トン 

 ＨＫ２－２２０３５（漁船登録番号）、個人所有 

 １８.２４ｍ（Lr）×４.１６ｍ×１.４９ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１９０、平成４年１１月３０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５４歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成５年６月１１日 

  免許証交付日 平成２０年２月７日 

         （平成２５年６月１０日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ５０歳 

 死傷者等 死亡 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過 

 

 本船は、船長、甲板員Ａほか４人が乗り組み、網走市北方のオホーツク

海において、かに刺網漁を終え、同市鱒
ます

浦
うら

漁港に向けて約１０ノットの対

地速力で南進中、甲板員Ａは、他の甲板員２人と共に船員室で食事をした

後、自宅に持ち帰る魚を前部甲板で調理するため、平成２３年５月１５日

１７時１０分ごろ１人で甲板に出たのを最後に船内で見掛けなかったの

で、他の甲板員が１７時１５分ごろ船内を捜索したが発見できなかった。 

本船は、反転して付近の捜索を開始するとともに、所属漁業協同組合に

通報した。 

海上保安庁の航空機、巡視船及び僚船による捜索が行われたが、甲板員

Ａは発見されず、行方不明となり、後日、死亡届により除籍された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ３、視界 良好、気温 約４℃ 

海象：うねりの高さ 約１ｍ、うねりの方向 西、水温 約２℃ 

 その他の事項  甲板員Ａは、胴付きカッパ、ゴム長靴、ジャージのズボン、Ｔシャツ又

はポロシャツを着用していたが、救命胴衣は着用していなかった。 

 甲板員Ａは、持病はなく、健康状態は普通であり、本事故当時、飲酒
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 はしていなかった。 

 甲板員Ａは、漁船乗船の経験は豊富であった。 

 本事故当時の海況は、凪の状態であり、船体の横揺れが少しある程度で

あった。 

 本船は便所を操舵室内の後部に設置していたが、平素、乗組員は凪のと

きブルワーク上部の船内側に取り付けた幅約３０㎝の通路に立ち、胴付き

カッパの肩ひもをはずして同カッパを膝まで下ろし、ブルワークのスタン

ションを片手で保持して小用を足していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

不明 

甲板員Ａは、行方不明となり、後日、死亡届に

より除籍された。 

本船は、能取岬北方沖を南進中、甲板員Ａが、

５月１５日１７時１０分ごろ他の乗組員に目撃

された後、同時１５分ごろに行方不明となってい

ることが判明したことから、この間において、甲

板員Ａが落水したものと考えられるが、目撃者が

いないことから落水した状況を明らかにすること

はできなかった。 

甲板員Ａは、救命胴衣を着用せず、落水したも

のと考えられる。 

原因  本事故は、本船が能取岬北方沖を南進中、甲板員Ａが落水したことによ

り発生したものと考えられる。 

 




